
令和８年度みやぎヘルスサテライトステーション事業費補助金 

交付申請募集要領 

 

１ 目的 

  本事業は、健康づくり県民運動の一環として、買物等の日常生活の中で個人の健康づく

りの実践をサポートする「みやぎヘルスサテライトステーション（以下「ヘルサテ」とい

う。）」の機能を充実及び県内に拡大するため、みやぎヘルスサテライトステーション事業

費補助金交付要綱（以下「ヘルサテ補助金交付要綱」という。）に基づき補助金を交付し、

県民の日常的な健康づくり活動の推進を図ることを目的とします。 

 

２ ヘルサテの定義 

  ヘルサテとは、次の(1)から(3)までの要件をすべて満たす施設のことを言います。 

（１） 宮城県内にあること。 

（２） 幅広い年齢層で不特定多数の県民が利用し、又は今後利用する見込みであること。 

（３） 次のアが実施され、かつ、次のイからエまでのいずれかが実施されること。 

  ア 健康情報の発信 

健康情報コーナーを整備し、県が指定するポスター、パンフレット、その他の物品

等を配架し、若しくは設置し、又は県が指定する映像を放映する等により生活習慣

改善等健康づくりに関する情報提供を行う。 

  イ 健康チェック・測定 

健康測定機器等（ 血圧、体組成計、肌年齢、血管年齢等 ）を設置する健康情報 

チェックコーナーを整備し、利用者がセルフチェックにより自身の健康度を確認で

きる。 

  ウ 健康イベントの開催 

    施設を利用した県民が参加可能な、次に掲げるイベントを定期開催する。 

   （ア） 健康、栄養、運動相談の開催 

   （イ） 健康づくりに関するレッスンの実施 

    （ウ） 企業、団体とのタイアップによる健康イベント 

    （エ） その他県民の健康づくりに寄与するイベント 

  エ その他 

    その他、県民の健康づくりの推進に寄与する取組を実施する。 

 

 

 



３ 補助対象経費及び補助金額等 

  本補助金の対象経費は、ヘルサテの機能を満たす又は充実させるために要する経費の

うち、２（３）アからエまでの事業実施に使用するものです。 

  補助率及び補助金の額は、次のとおりです。 

※交付決定前に支払った経費は対象となりません。 

※審査の結果、不採択となる場合があります。 

 

４ 募集期間 

  令和８年６月１５日（月）から令和９年１月２９日（金）まで 

  ※交付額が予算額上限に達し次第、募集を終了いたします。 

 

５ 補助対象者 

  応募者は、民間企業、ＮＰＯ法人、その他の法人で、次の要件を満たす者とします。 

なお、本事業で補助を受けることができるのは、１施設当たり１回までです。 

（１） ヘルスサテライトステーションの認証を受けている、又は交付申請と同時に認証申

請していること。 

（２） 県税、消費税及び地方消費税を滞納していないこと。 

（３） 政治活動又は宗教活動を主目的とする団体でないこと。 

（４） 暴力団でないこと、又は暴力団、その構成員（かつて構成員だった者を含む。）若

しくは暴力団関係者の統制下にある団体でないこと。 

（５） 自らの責めに帰すべき事由により、社会的信用を著しく失墜している状況でないこ

と。 

  

補助対象事業 補助対象事業費 補助率 
補助金交付額の 

下限額及び上限額 

健康情報の発信 消耗品費、備品購入費、印刷製本費 

２分の１ 

以内 

１申請当たり 

５万円以上 

２５万円以下 

健康チェック・測定 消耗品費、備品購入費 

定期的な健康イベン

トの開催 

人件費、講師謝金、旅費、食糧費、

消耗品費、通信運搬費、委託料、使

用料及び賃借料、備品購入費 

※商品券や各種ポイント等の原資

に当たる費用は除きます。 

その他知事が認める経費 



６ 申請から交付までの流れ・問合せ先 

（１） 申請から交付までの流れ 

  ア 事前相談 

申請を希望する場合は、交付申請の前に必ず(2)問合せ先まで御相談いただき、担

当の確認を受けてください。補助対象となるかの確認のため、事業概要やスケジュー

ル等の聞き取りを行います。また、場合により現地確認や事業計画に関する資料の提

出を求めることがあります。 

※交付決定前に支払った経費は補助対象となりません。 

  イ 交付申請 

事前相談の結果、担当から申請するよう指示された後、令和９年１月２９日（金）

までに申請交付申請書（別記様式第１号）、補助所要見込額調書（別紙（１））、事

業計画書（別紙（２））、支出予定額内訳書（別紙（３））に交付申請チェックリス

ト、添付資料（補助事業に係る収支予算書（見込）、積算の根拠資料（見積書等）、

その他参考となる資料）を添えて、原則としてみやぎ電子申請サービスで申請して

ください。 

   みやぎ電子申請サービス：https://logoform.jp/form/GQGB/854487 

  ウ 交付決定 

申請日から１か月程度で補助金の交付が決定され、交付決定通知が送付されます。 

  エ 事業の実施、物品の購入等 

交付決定後に、事業の実施、物品の購入等を行ってください。 

  オ 実績報告 

事業完了後３０日以内又は令和９年３月１５日（月）のいずれか早い日まで、実績

報告書（別記様式第６号）、精算額調書（別紙（１））、事業実績報告書（別紙（２））、

精算額内訳書（別紙（３））に添付資料（補助事業に係る収支決算書（見込）、実

施が確認できる資料（納品書、請求書等）、実施の状況が確認できる写真、その他参

考となる資料）を添えて、みやぎ電子申請サービスで実績報告を御提出ください。ま

た、場合により、現地確認を行うことがあります。 

  カ 補助金交付 

実績報告の受付後、補助金額を確定し、県から補助金が振込まれます。 

（２） 問合せ先 

宮城県保健福祉部健康推進課健康推進第二班 木島 

    TEL：022-211-2624 E-mail：kensui-k2@pref.miyagi.lg.jp 

 

７ 留意事項等 

（１） 採択された団体の責務 

ヘルサテ補助金交付要綱の規定を遵守し、適正な経理処理を行う義務を負います。 

https://logoform.jp/form/GQGB/854487
mailto:kensui-k2@pref.miyagi.lg.jp


（２） 情報公開への同意 

補助対象事業の概要、団体名、代表者名、事業の内容・成果等について、県ホーム 

ページ等で公開する場合があります。 


